令和８年（２０２６年）６月
尼崎市長
入札・契約制度の改善について

１　尼崎市建設業者等級別格付基準について
次のとおり、尼崎市建設業者等級別格付基準を変更する。
⑴　概　要
Ａランク対象業者の総合数値の見直しを行う。
⑵　改正内容（「別表」参考）
本市では、平成２８年６月に行った尼崎市建設業者等級別格付基準（以下、「基準」という。）の見直し時以降、発注標準金額に上限を設けないＡランク対象業者の総合数値を、競争性確保の観点から総合数値上位２０者程度を区分できる水準としている。今回、令和８年４月１日付けで、令和８・９年度の競争入札参加資格者名簿を作成したことを受け、基準におけるＡランク対象業者の総合数値の見直しを行う。
⑶　実施時期
令和８年（２０２６年）６月１日（同日以降に公告または指名通知するものから適用）
	改正後
	現　行

	別表１　土木一式工事
	等級
	総合数値（点）
	発注標準金額（千円）

	A
	890以上
	30,000以上

	B
	720以上890未満
	30,000以上80,000未満

	C
	600以上720未満
	10,000以上30,000未満

	D
	600未満
	10,000未満



別表２　建築一式工事
	等級
	総合数値（点）
	発注標準金額（千円）

	A
	770以上
	30,000以上

	B
	650以上770未満
	30,000以上80,000未満

	C
	550以上650未満
	10,000以上30,000未満

	D
	550未満
	10,000未満



別表３　舗装・防水・造園工事
	等級
	総合数値（点）
	発注標準金額（千円）

	A
	600以上
	10,000以上

	B
	600未満
	10,000未満



別表４　電気工事
	等級
	総合数値（点）
	発注標準金額（千円）

	A
	780以上
	30,000以上

	B
	710以上780未満
	30,000以上60,000未満

	C
	590以上710未満
	5,000以上30,000未満

	D
	590未満
	5,000未満



別表５　管工事
	等級
	総合数値（点）
	発注標準金額（千円）

	A
	720以上
	30,000以上

	B
	680以上720未満
	30,000以上60,000未満

	C
	590以上680未満　
	5,000以上30,000未満

	D
	590未満
	5,000未満



	別表１　土木一式工事
	等級
	総合数値（点）
	発注標準金額（千円）

	A
	880以上
	30,000以上

	B
	720以上880未満
	30,000以上80,000未満

	C
	600以上720未満
	10,000以上30,000未満

	D
	600未満
	10,000未満



別表２　建築一式工事
	等級
	総合数値（点）
	発注標準金額（千円）

	A
	780以上
	30,000以上

	B
	650以上780未満
	30,000以上80,000未満

	C
	550以上650未満
	10,000以上30,000未満

	D
	550未満
	10,000未満



別表３　舗装・防水・造園工事
	等級
	総合数値（点）
	発注標準金額（千円）

	A
	600以上
	10,000以上

	B
	600未満
	10,000未満



別表４　電気工事
	等級
	総合数値（点）
	発注標準金額（千円）

	A
	780以上
	30,000以上

	B
	710以上780未満
	30,000以上60,000未満

	C
	590以上710未満
	5,000以上30,000未満

	D
	590未満
	5,000未満



別表５　管工事
	等級
	総合数値（点）
	発注標準金額（千円）

	A
	720以上
	30,000以上

	B
	680以上720未満
	30,000以上60,000未満

	C
	590以上680未満　
	5,000以上30,000未満

	D
	590未満
	5,000未満






２　電子入札の対象範囲の拡大（物件）について
　　現在、試行実施を行っている物件（物品購入・賃貸借・業務委託等）の電子入札について、令和８年１０月以降の発注分から、原則、電子入札で実施する。
⑴　概　要
本市における電子入札は平成１８年８月に導入し、平成２３年１０月からは設計金額が１３０万円を超える工事に範囲を拡大し、現在はすべての工事、設計・測量等業務委託の入札について原則、電子入札を実施している。
また、物件については、令和７年７月以降の発注分より簡易認証方式による電子入札を順次、試行的に実施してきた。これまでの試行期間で事業者の電子入札システムへの利用者登録及び電子入札の手続きが進んできたことから、令和８年１０月以降の発注分より電子入札の範囲を拡大し、物件の入札についても原則、電子入札（簡易認証方式）で実施する。
⑵　実施時期
令和８年（２０２６年）１０月１日（同日以降の発注分から実施）
以　上
